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本 部 各 部 課 長
殿

各 警 察 署 長

三 重 県 警 察 本 部 長

三重県警察シンボルマスコットの取扱要領の制定について（例規通達）

対号 三重県警察シンボルマスコットの取扱要

領の制定について（例規通達・平成９年６

月６日（総務）第１８号）

本県警察では、広く県民に親しまれる警察組織の実現を目指す施策の一環として三重県警察の

シンボルマスコットを制定し、積極的な活用に努めてきたところであるが、このたび、その有効

かつ適正な活用及び弾力的な運用を図るため所要の見直しを加え、別添のとおり「三重県警察シ

ンボルマスコットの取扱要領」を制定したので誤りのないようにされたい。

なお、対号例規通達は、廃止する。

（ 総 務 ） 第 ５ 号

平成１２年３月１６日

Ａ ０ ３ ０ １項 目 コ ー ド

長 期保 存 期 間

廃 棄 年 月 日

広 報 係担 当 係
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別添

三重県警察シンボルマスコットの取扱要領

第１ 目的

この要領は、三重県警察のシンボルマスコット及びその取扱いについて必要な事項を定める

ことを目的とする。

第２ シンボルマスコット

、 「 」 、三重県警察のシンボルマスコットは 県の鳥 しろちどり をキャラクター化したものとし

その愛称は、三重（ミエ）の頭文字「ミ」と警察（ポリス）の頭文字「ポ」を取った「ミーポ

くん」とする。

１ 形状

(1) 三重県警察のシンボルマスコット「ミーポくん （以下「ミーポくん」という ）の形」 。

状は、基本形及びそれをアレンジしたバリエーションとする。

(2) 基本形はカラーとし、図案の規格及び色調は、別図１のとおりとする。

(3) 基本形をアレンジしたバリエーションの例は、別図２のとおりとし、図案の規格及び色

調は基本形に準ずることとする。

なお、新たに基本形をアレンジする場合は、これに躍動感や県民に親近感をもたせたも

のとする。

２ 形状の趣旨

ミーポくんの図案の基本形は、親近感をもたれるように卵形とし、色彩の黄金色は県民の

安全と治安の安泰を、羽根は県民に対し親しく敬礼している姿をそれぞれ表すなど、三重県

警察の飛躍を意味するとともに、親切で明るく誰にも親しまれる三重県警察の存在感をアピ

ールしたものである。

第３ ミーポくんの取扱要領

１ 図案

(1) 図案は、次のものに使用することができるものとするが、それには原則として「ミーポ

くん」の文字を記入するものとする。

ア 警ら用無線自動車等の警察用車両及び警察用船舶

イ 懸垂幕、横断幕、プラカード等の看板類

ウ 名刺、封筒等の印刷物

エ ポスター、カレンダー等の広告用掲示物

オ パンフレット、リーフレット、テレホンカード等の配布物

カ 機関誌（紙 、広報紙等の発行図書、広報資料及び教養資料）

キ バッジ、ワッペン、ステッカー、シール等のちょう付物

ク 下敷き、ボールペン、鉛筆等の文具類

ケ Ｔシャツ、ポロシャツ、帽子等の衣類
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コ 携帯ストラップ、時計、キーホルダー、ネクタイピン等の装飾品

サ その他警察本部長が必要と認めるもの

(2) 前記 (1)の用途以外に使用する場合は、その方法を十分検討するものとする。ただし、

報告書、呼出状等の職権を行使する文書等には使用しないものとする。

２ ぬいぐるみ

ぬいぐるみは、形状の趣旨にのっとり、広く県民に親しまれ、かつ、三重県警察の存在感

をアピールできるような場所で活用するものとする。

３ 着ぐるみ

着ぐるみは、警察が主催又は関連する行事等に活用するものとする。

第４ シンボルマスコットの使用申請等

１ 使用申請

ミーポくんの図案及び着ぐるみを使用又は図案の基本形をアレンジしたバリエーションを

使用するときは、別記様式「三重県警察シンボルマスコット使用（借用）申請書」により、

警察本部長に申請するものとする。

２ 使用許可

(1) 警察本部長は、ミーポくんを活用することが警察活動に必要であると認めた場合は、そ

の使用を許可するものとする。

(2) 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。

ア 警察の威信を傷つけ、若しくは警察に対する正しい理解を妨げ又はそのおそれがある

とき。

イ 不当な利益を得るために使用しようとするとき。

ウ その他警察本部長がふさわしくないと認めるとき。

第５ その他

シンボルマスコットに関する事務は、警務部総務課広報室において行う。
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別記様式

三重県警察シンボルマスコット使用（借用）申請書

広 報 総 括本部長 部 長 課 長 補 佐 係 長 発第 号室 長 調査官

年 月 日

項目コード

保 存 期 間
三重県警察本部長 殿

廃棄年月日

担 当 係

所属長

申 請 種 別 基本形図案 着ぐるみ 基本形図案のアレンジ

行 事 の 名 称

（使用目的）

使 用 日 時

使 用 場 所

使 用 方 法 等

担 当 者 係 氏 名

連 絡 先 電話番号

借 用 日 時

返 却 日 時

図案の基本形をアレンジしたバリエーションを使用するときは、その
備 考

図案を添付すること。
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別図１ 基本形

図 案 の 色 調 等

区 分 カ ラ ー 印刷かけ合わせ モ ノ ク ロ

Ａ 帽子 ＤＩＣ１８３ Ｃ１００＋Ｍ５０ スミアミ４０％

Ｂ 帽子の記章 ＤＩＣ１６７ Ｙ１００

Ｃ 羽根 ＤＩＣ１６３ Ｙ１００＋Ｍ５０ スミアミ２０％

Ｄ 目、口ばし、足 ス ミ ベ タ

帯革、けん銃、靴

注１ イメージを同一に保つため、色指定とする。

２ イラストの線は、オールスミベタとする。
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別図２ バリエーション例


